
別 添 

「神奈川県知事に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基

準（案）」に関する意見及びこれに対する県の考え方 

 

○ 意見募集期間 

 令和８年２月 20日（金）から令和８年３月 23日（月） 

 

○ 意見募集結果 

 意見提出者  １名 

 意見提出件数 １件 

 

○ 意見内容区分 

区分 件数 

１ 改正内容に関する意見 １ 

２ その他 ０ 

合計 １ 

 

○ 意見反映区分 

区分 件数 

Ａ 規則等に反映させたもの ０ 

Ｂ 意見の趣旨が既に規則等に盛り込まれているもの ０ 

Ｃ 今後の参考にするもの ０ 

Ｄ 規則等に反映できないもの ０ 

Ｅ その他 １ 

合計 １ 
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【意見内容区分】 

１ 改正内容に関する意見、２ その他 

【意見反映区分】 

Ａ 規則等に反映させたもの、 

Ｂ 意見の趣旨が既に規則等に盛り込まれているもの、 

Ｃ 今後の参考にするもの、Ｄ 規則等に反映できないもの、Ｅ その他 

整理

番号 

意見

内容

区分 

意見 

意見

反映

区分 

県の考え方 

１ １ 

 認可基準案第１章第１に

おいて「申請者の常勤役員

等（申請者が法人である場

合においては業務を執行す

る社員、取締役、執行役又

は"これらに準ずる者"のう

ち常勤であるもの、個人で

ある場合においてはその者

又はその支配人をいう。以

下同じ。）のうち一人が、

次の１から５までのいずれ

かに該当する者であるこ

と。」とされており、同

（注１）には「これらに準

ずる者」とは、法人格のあ

る各種組合等の理事等のほ

か、業務を執行する社員、

取締役又は執行役に準ずる

地位にあって、建設業の経

営業務の執行に関し、取締

役会の決議を経て取締役会

又は代表取締役から具体的

な権限委譲を受けた執行役

員等をいう。」との記載が

ある。 

 従来、神奈川県知事許可

においては執行役員の常勤

Ｅ 

建設業許可において、経

営業務の管理責任者に就任

する者は、常勤役員等（申

請者が法人である場合にお

いては業務を執行する社

員、取締役、執行役又は

「これらに準ずる者」のう

ち常勤であるもの、個人で

ある場合においてはその者

又はその支配人）である必

要があります。 

取締役に当たらない執行

役員は、「役員」ではありま

せんが、建設業の経営業務

の執行に関し、取締役会の

決議を経て取締役会又は代

表取締役から具体的な権限

委譲を受けた執行役員は、

「これらに準ずる者」とし

て経営業務の管理責任者に

就任が可能です。なお、こ

の取扱いは従来からの扱い

を変更するものではありま

せん。 

また、承継認可において

も建設業許可と同様の扱い

としています。 
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役員等（経管）への就任を

認めていないものと承知い

るが、承継認可においては

執行役員も経管に就任が可

能であるとの理解でよい

か。 

 

 


